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報第18号 

 

専決処分の報告について 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により、次のとおり専決

処分したので、同条第２項の規定により、これを報告する。 

 

令和５年８月23日提出 

 

多治見市長  髙 木  貴 行 

 

 

専第11号 

 

損害賠償の額を定めるについて 

 

令和５年５月16日午前10時頃、多治見市立昭和小学校体育館東側の植栽した部分

において、同校校務員が刈払機での草刈作業中に、石を飛散させ、隣接する同校の敷

地に設置された公衆電話ボックスのガラスを破損させ、損害を与えた。 

これに対する損害賠償額を次のとおり定めるについて、地方自治法（昭和22年法

律第67号）第180条第１項の規定により、専決処分する。 

 

令和５年７月13日 

 

多治見市長  髙 木  貴 行 

 

損害賠償額 一金 51,891円 
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報第19号 

 

専決処分の報告について 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により、次のとおり専決

処分したので、同条第２項の規定により、これを報告する。 

 

令和５年８月23日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

 

専第12号 

 

損害賠償の額を定めるについて 

 

令和５年８月２日午後３時15分頃、三の倉センター管理棟南側の法面において、本

市職員（三の倉センター所属）が刈払機での草刈作業中に、石を飛散させ、当該法面

の北に設置された駐車場に駐車中の普通自動車に当て、同車両バックドアガラスを破

損させ、損害を与えた。 

これに対する損害賠償額を次のとおり定めるについて、地方自治法（昭和22年法

律第67号）第180条第１項の規定により、専決処分する。 

 

令和５年８月14日 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

損害賠償額 一金 101,366円 
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認第１号 

 

令和４年度多治見市一般会計歳入歳出決算の認定について 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第３項の規定により、令和４年度多治

見市一般会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

令和５年８月23日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 
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認第２号 

 

令和４年度多治見市南姫財産区事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第３項の規定により、令和４年度多治

見市南姫財産区事業特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認

定に付する。 

 

令和５年８月23日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 
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認第３号 

 

令和４年度多治見市土地取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第３項の規定により、令和４年度多治

見市土地取得事業特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定

に付する。 

 

令和５年８月23日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 
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認第４号 

 

令和４年度多治見市駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第３項の規定により、令和４年度多治

見市駐車場事業特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に

付する。 

 

令和５年８月23日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 
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認第５号 

 

令和４年度多治見市営住宅敷金等特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第３項の規定により、令和４年度多治

見市営住宅敷金等特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定

に付する。 

 

令和５年８月23日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 



8 

認第６号 

 

令和４年度多治見市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第３項の規定により、令和４年度多治

見市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の

認定に付する。 

 

令和５年８月23日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 
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認第７号 

 

令和４年度多治見市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第３項の規定により、令和４年度多治

見市介護保険事業特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定

に付する。 

 

令和５年８月23日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

  



10 

認第８号 

 

令和４年度多治見市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第３項の規定により、令和４年度多治

見市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認

定に付する。 

 

令和５年８月23日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 



11 

報第20号 

 

令和４年度多治見市基金の運用状況に関する調書の提出について 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第241条第５項の規定により、令和４年度多治

見市基金の運用状況に関する調書を、別紙監査委員の意見を付けて議会に提出する。 

 

令和５年８月23日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 



12 

報第21号 

 

令和４年度多治見市継続費精算報告書の提出について 

 

令和４年度多治見市継続費精算報告書を次のとおり調製したので、地方自治法施行

令（昭和22年政令第16号）第145条第２項の規定により報告する。 

 

令和５年８月23日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 
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報第22号 

 

令和４年度決算に基づく健全化判断比率の報告について 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年法律第94号）第３条第１項の

規定により、令和４年度決算に基づく健全化判断比率を、別紙監査委員の意見を付け

て議会に報告する。 

 

令和５年８月23日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

 

健全化判断比率 

（単位：％）  

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

― ― △3.6 ― 

※比率が算定されない場合は「―」を記載 
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報第23号 

 

令和４年度多治見市財政向上指針の実施状況の報告について 

 

多治見市健全な財政に関する条例（平成19年条例第48号）第24条の規定により、令

和４年度多治見市財政向上指針の実施状況を議会に報告する。 

 

令和５年８月23日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 
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令和４年度多治見市財政向上指針の実施状況

 　　　　　　　　※ 【　　】は目標値、（　　）は令和３年度実績 

2
市債残高（一般会
計負担分）の上限

　一般会計の市債残高並びに特別会計及び企業会
計の市債残高のうち、令和５年度までに、一般会計で
負担すべき残高の合計を470億円、市債の実残高を
590億円以内とします。

　・一般会計で負担すべき市債残高
　　　443.0億円　（437.0億円）

　・市債の実残高  545.3億円　（541.6億円）

3

（１）財政調整基金の可処分額を18億円以上確保しま
す。

　財政調整基金残高　   68.0億円　（58.1億円）…A
　　うち災害復旧経費留保分　 14.6億円　（15.0億円）…B
　　うちリスク引当金                0.0億円　（4.1億円）…C

　財政調整基金可処分額　 53.4億円　（39.0億円）
 　（A－B－C）

（２）市債償還対策基金（合併特例債分を除く）は、令
和５年度末残高を10億円以上確保します。

  年度末残高     13.5億円　 （10.7億円）
　　※　合併特例債分を除く

（３）職員退職手当基金は、令和５年度末残高を20億
円以上確保します。

  年度末残高  　20.3億円　（20.2億円）

（４）庁舎建設基金は、令和４年度末残高を20億円以
上確保します。

　年度末残高　　23.2億円　（21.2億円）

（５）地域振興基金の年間処分額は、上限１億円としま
す。

  処分額   　0.8億円　（0.7億円）

基金の適正な
管理

項　　目 目標達成に必要な事項 決算数値

1
収入の増加及び支
出の抑制

①収入の増加
　債権管理計画で定める収納率を達成、企業誘致に
よる税収増、使用料・手数料等の見直し及び市有財
産の一層の有効活用により財源の確保に努めます。
②支出の抑制
　公共施設のランニングコスト軽減、行政改革の実施
による経常経費の抑制に努めます。

　・諸納付金の収納率
　　ア　市税
　　　現年度分　     99.13％   【98.90％】　（99.09％）
　　　滞納繰越分  　33.08％   【30.00％】　（43.39％）
　
    イ　諸納付金合計（市税を含む）
　　　現年度分     　99.04％   【98.75％】　（99.03％）
　　　滞納繰越分  　28.27％   【28.20％】　（35.17％）

　・経常経費（普通会計）
　　歳出額       289.9億円　（282.4億円）
　　歳出構成比　   64.4％   （63.5％）
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認第９号 

 

令和４年度多治見市水道事業会計決算の認定について 

 

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第30条第４項の規定により、令和４年度

多治見市水道事業会計決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

令和５年８月23日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 
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議第68号 

 

令和４年度多治見市水道事業会計利益の処分について 

 

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第32条第２項の規定により、令和４年度

多治見市水道事業会計決算に基づく利益の処分について、議会の議決を求める。 

 

令和５年８月23日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 
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認第10号 

 

令和４年度多治見市下水道事業会計決算の認定について 

 

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第30条第４項の規定により、令和４年度

多治見市下水道事業会計決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

令和５年８月23日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 
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議第69号 

 

令和４年度多治見市下水道事業会計利益の処分について 

 

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第32条第２項の規定により、令和４年度

多治見市下水道事業会計決算に基づく利益の処分について、議会の議決を求める。 

 

令和５年８月23日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 
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認第11号 

 

令和４年度多治見市農業集落排水事業会計決算の認定について 

 

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第30条第４項の規定により、令和４年度

多治見市農業集落排水事業会計決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付

する。 

 

令和５年８月23日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 
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議第70号 

 

令和４年度多治見市農業集落排水事業会計利益の処分について 

 

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第32条第２項の規定により、令和４年度

多治見市農業集落排水事業会計決算に基づく利益の処分について、議会の議決を求め

る。 

 

令和５年８月23日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 
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認第12号 

 

令和４年度多治見市病院事業会計決算の認定について 

 

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第30条第４項の規定により、令和４年度

多治見市病院事業会計決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

令和５年８月23日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 
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報第24号 

 

令和４年度多治見市水道事業会計継続費精算報告書の提出について 

 

令和４年度多治見市水道事業会計継続費精算報告書を次のとおり調製したので、地

方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第18条の２第２項の規定により報告する。 

 

令和５年８月23日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 
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報第25号 

 

令和４年度多治見市水道事業会計決算に基づく資金不足比率の報告につ

いて 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年法律第94号）第22条第１項の

規定により、令和４年度多治見市水道事業会計決算に基づく資金不足比率を、別紙監

査委員の意見を付けて議会に報告する。 

 

令和５年８月23日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

 

水道事業会計決算資金不足比率 

（単位：％） 

 資金不足比率 

水道事業会計 ― 

※比率が算定されない場合は「―」を記載 
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報第26号 

 

令和４年度多治見市下水道事業会計決算に基づく資金不足比率の報告に

ついて 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年法律第94号）第22条第１項の

規定により、令和４年度多治見市下水道事業会計決算に基づく資金不足比率を、別紙

監査委員の意見を付けて議会に報告する。 

 

令和５年８月23日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

 

下水道事業会計決算資金不足比率 

（単位：％） 

 資金不足比率 

下水道事業会計 ― 

※比率が算定されない場合は「―」を記載 
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報第27号 

 

令和４年度多治見市農業集落排水事業会計決算に基づく資金不足比率の

報告について 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年法律第94号）第22条第１項の

規定により、令和４年度多治見市農業集落排水事業会計決算に基づく資金不足比率を、

別紙監査委員の意見を付けて議会に報告する。 

 

令和５年８月23日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

 

農業集落排水事業会計決算資金不足比率 

（単位：％） 

 資金不足比率 

農業集落排水事業会計 ― 

※比率が算定されない場合は「―」を記載 
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報第28号 

 

令和４年度多治見市病院事業会計決算に基づく資金不足比率の報告につ

いて 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年法律第94号）第22条第１項の

規定により、令和４年度多治見市病院事業会計決算に基づく資金不足比率を、別紙監

査委員の意見を付けて議会に報告する。 

 

令和５年８月23日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

 

病院事業会計決算資金不足比率 

（単位：％） 

 資金不足比率 

病院事業会計 ― 

※比率が算定されない場合は「―」を記載 
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議第71号 

 

義務教育学校の設置に向けた関係条例の整備に関する条例を制定するに

ついて 

 

義務教育学校の設置に向けた関係条例の整備に関する条例を次のように制定するも

のとする。 

 

令和５年８月23日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

 

   義務教育学校の設置に向けた関係条例の整備に関する条例 

 （多治見市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第１条 多治見市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和52年条

例第３号）の一部を次のように改正する。 

 別表中「小学校及び中学校通学区域審議会委員」を「市立学校通学区域審議会委

員」に改める。 

（多治見市関谷文庫基金条例の一部改正） 

第２条 多治見市関谷文庫基金条例（昭和55年条例第５号）の一部を次のように改正

する。 

 第４条中「及び中学校」を「、中学校及び義務教育学校」に改める。 

 （多治見市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部改正） 

第３条 多治見市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例（平成26年条例第31号）の一部を次のように改正する。 

第３条第３項中「小学校」の次に「（義務教育学校の前期課程を含む。）」を加え

る。 

 （多治見市たじっこクラブの実施に関する条例の一部改正） 



31 

第４条 多治見市たじっこクラブの実施に関する条例（平成23年条例第29号）の一部

を次のように改正する。 

 第６条第１号中「小学校」の次に「又は義務教育学校の前期課程」を加える。 

 （多治見市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正） 

第５条 多治見市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成26年条例第32号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第１項中「小学校」の次に「又は義務教育学校の前期課程」を加える。 

 （多治見市営住宅管理条例の一部改正） 

第６条 多治見市営住宅管理条例（昭和49年条例第13号）の一部を次のように改正す

る。 

 第６条第３号ア(オ)中「中学校卒業」を「学校教育法（昭和22年法律第26号）第

２章に規定する義務教育終了」に改める。 

 （多治見市教育研究所設置条例の一部改正） 

第７条 多治見市教育研究所設置条例（昭和31年条例第24号）の一部を次のように改

正する。 

 第２条第１号中「中学校」の次に「、義務教育学校」を加える。 

 第５条中「及び中学校」を「、中学校及び義務教育学校の」に改める。 

 （多治見市就学等支援委員会条例の一部改正） 

第８条 多治見市就学等支援委員会条例（平成27年条例第６号）の一部を次のように

改正する。 

 第４条第２項第２号を次のように改める。 

(２) 小学校、中学校又は義務教育学校の学校長 

 （多治見市立小学校及び中学校通学区域審議会条例の一部改正） 

第９条 多治見市立小学校及び中学校通学区域審議会条例（昭和48年条例第25号）の

一部を次のように改正する。 

  題名を次のように改める。 

   多治見市立学校通学区域審議会条例 

 第１条中「多治見市立小学校及び中学校通学区域審議会」を「多治見市立学校通

学区域審議会」に改める。 
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 第２条中「及び中学校」を「、中学校及び義務教育学校」に改める。 

 （多治見市児童、生徒の通学費補助に関する条例の一部改正） 

第10条 多治見市児童、生徒の通学費補助に関する条例（昭和39年条例第25号）の一

部を次のように改正する。 

 第１条中「及び中学校」を「、中学校又は義務教育学校（以下「市立学校」とい

う。）」に、「小学校又は中学校」を「市立学校」に改める。 

 （多治見市学校給食運営委員会条例の一部改正） 

第11条 多治見市学校給食運営委員会条例（平成３年条例第20号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第３条第２項第３号中「市立小中学校」を「市立小学校、中学校又は義務教育学

校」に改める。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （多治見市立小学校及び中学校通学区域審議会条例の一部改正に伴う経過措置） 

２ 施行日において現に第９条の規定による改正前の多治見市立小学校及び中学校通

学区域審議会条例第３条第２項の規定により委嘱又は任命されている委員は、第９

条の規定による改正後の多治見市立学校通学区域審議会条例第３条第２項の規定に

より委嘱又は任命された委員とみなす。 
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議第72号 

 

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する

条例を制定するについて 

 

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を次の

ように制定するものとする。 

 

令和５年８月23日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

 

   地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

 （多治見市監査委員条例の一部改正） 

第１条 多治見市監査委員条例（昭和61年条例第３号）の一部を次のように改正する。 

 第４条中「第243条の２の２第３項」を「第243条の２の８第３項」に改める。 

（市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部改正） 

第２条 市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例（令和２年条例第16号）の一

部を次のように改正する。 

 第１条中「第243条の２第１項」を「第243条の２の７第１項」に、「第243条の２

の２第３項」を「第243条の２の８第３項」に改める。 

 第３条（見出しを含む。）中「第243条の２第１項」を「第243条の２の７第１項」

に改める。 

 （多治見市水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業の設置等に関する条例の一

部改正） 

第３条 多治見市水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業の設置等に関する条例

（昭和41年条例第31号）の一部を次のように改正する。 

第５条中「第243条の２の２第８項」を「第243条の２の８第８項」に改める。 

 （多治見市病院事業の設置等に関する条例の一部改正） 
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第４条 多治見市病院事業の設置等に関する条例（昭和41年条例第32号）の一部を次

のように改正する。 

 第４条中「第243条の２の２第８項」を「第243条の２の８第８項」に改める。 

  附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議第73号 

 

多治見市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条

例の一部を改正するについて 

 

多治見市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成 27年条

例第29号）の一部を次のように改正するものとする。 

 

令和５年８月23日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

 

多治見市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部

を改正する条例 

多治見市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成 27年条

例第29号）の一部を次のように改正する。 

別表第２ ６の部中「による地方税」を「又は森林環境税及び森林環境譲与税に

関する法律（平成31年法律第３号）による地方税又は森林環境税」に改める。 

附 則 

この条例は、令和６年１月１日から施行する。 
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議第74号 

 

多治見市空家等審議会設置条例の一部を改正するについて 

 

多治見市空家等審議会設置条例（平成28年条例第８号）の一部を次のように改正

するものとする。 

 

令和５年８月23日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

 

多治見市空家等審議会設置条例の一部を改正する条例 

多治見市空家等審議会設置条例（平成28年条例第８号）の一部を次のように改正

する。 

第２条第２号中「第14条第２項」を「第22条第２項」に改める。 

附 則 

 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律（令和５ 

年法律第 50 号）の施行の日から施行する。  
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議第75号 

 

多治見市火災予防条例の一部を改正するについて 

 

多治見市火災予防条例（昭和48年条例第28号)の一部を次のように改正するものと

する。 

 

令和５年８月23日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

 

多治見市火災予防条例の一部を改正する条例 

多治見市火災予防条例（昭和48年条例第28号)の一部を次のように改正する。 

第13条第１項第３号の２中「キュービクル式のものにあっては、」を削る。 

第13条の２第１項第４号中「雨水等」を「その 筐
きょう

体は雨水等」に改める。 

第15条第１項を次のように改める。 

蓄電池設備（蓄電池容量が10キロワット時以下のもの及び蓄電池容量が10キロワ

ット時を超え20キロワット時以下のものであって蓄電池設備の出火防止措置及び延

焼防止措置に関する基準（令和５年消防庁告示第７号）第２に定めるものを除く。

以下同じ。）は、地震等により容易に転倒し、亀裂し、又は破損しない構造とする

こと。この場合において、開放形鉛蓄電池を用いたものにあっては、その電槽は、

耐酸性の床上又は台上に設けなければならない。 

第15条第３項を次のように改める。 

３ 第１項に規定するもののほか、屋外に設ける蓄電池設備（柱上及び道路上に設け

る電気事業者用のもの、蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準

第３に定めるもの並びに消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュ

ービクル式のものを除く。）にあっては、建築物から３メートル以上の距離を保た

なければならない。ただし、不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないも

のに面するときは、この限りでない。 
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第15条第４項中「第２項並びに本条第１項」を「第13条の２第１項第４号」に改め

る。 

第47条第13号中「蓄電池設備」の次に「（蓄電池容量が20キロワット時以下のもの

を除く。）」を加える。 

別表第３厨房設備の項を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厨

房

設

備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気

体

燃

料 

 

 

 

 

不

燃

以

外 

 

 

 

 

 

 

開放式 

組 込 型 こ ん

ろ ・ グ リ ル

付 こ ん ろ ・

グ リ ド ル 付

こ ん ろ 、 キ

ャ ビ ネ ッ ト

型 こ ん ろ ・

グ リ ル 付 こ

ん ろ ・ グ リ

ド ル 付 こ ん

ろ 

14キロワッ

ト以下 
100 

15 

注 
15 

15 

注 

注：

機

器

本

体

上

方

の

側

方

又

は

後

方

の

離

隔

距

離

を

示

す

。 

据 置 型 レ ン

ジ 

21キロワッ

ト以下 
100 

15 

注 
15 

15 

注 

不

燃 
開放式 

組 込 型 こ ん

ろ ・ グ リ ル

付 こ ん ろ ・

グ リ ド ル 付

こ ん ろ 、 キ

ャ ビ ネ ッ ト

型 こ ん ろ ・

グ リ ル 付 こ

ん ろ ・ グ リ

ド ル 付 こ ん

ろ 

14キロワッ

ト以下 
80 ０ ― ０ 



39 

据 置 型 レ ン

ジ 

21キロワッ

ト以下 
80 ０ ― ０ 

固

体

燃

料 

不

燃

以

外 

木炭を燃料とす

るもの 
炭火焼き器 ― 100 50 50 50 

不

燃 

木炭を燃料とす

るもの 
炭火焼き器 ― 80 30 ― 30 

上記に分類されな

いもの 

使用温度が 800

度以上のもの 
― 250 200 300 200 

使用温度が 300

度以上 800度未

満のもの 

― 150 100 200 100 

使用温度が 300

度未満のもの 
― 100 50 100 50 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている燃料電池発電設

備、変電設備、内燃機関を原動力とする発電設備及びこの条例による改正後の多治

見市火災予防条例（以下「新条例」という。）第15条第１項に規定する蓄電池設備

（附則第４項に掲げるものを除く。）のうち、新条例第13条第１項第３号の２（新

条例第10条の２第１項及び第３項、第13条第３項、第14条第２項及び第３項並びに

第15条第２項及び第４項において準用する場合を含む。）の規定に適合しないもの

については、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている新条例第15条第

１項に規定する蓄電池設備（次項に掲げるものを除く。）のうち、同条第１項の規

定に適合しないものについては、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
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４ 新条例第15条第１項に規定する蓄電池設備に新たに該当することとなるもののう

ち、この条例の施行の際現に設置されているもの及びこの条例の施行の日から起算

して２年を経過する日までの間に設置されたもので、同条の規定に適合しないもの

については、当該規定は、適用しない。 
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議第76号 

 

多治見市小学校及び中学校の設置等に関する条例の一部を改正するにつ

いて 

 

多治見市小学校及び中学校の設置等に関する条例（昭和39年条例第10号）の一部を

次のように改正するものとする。 

 

令和５年８月23日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

 

   多治見市小学校及び中学校の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 多治見市小学校及び中学校の設置等に関する条例（昭和39年条例第10号）の一部を

次のように改正する。 

 題名を次のように改める。 

   多治見市立学校の設置等に関する条例 

 第１条第１項中「及び第49条」を「（同法第49条において準用する場合を含む。）」

に、「及び中学校」を「、中学校及び義務教育学校」に改め、同条第２項の表多治見

市立笠原小学校の項を削り、同条第３項の表多治見市立笠原中学校の項を削り、同条

に次の１項を加える。 

４ 義務教育学校の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

多治見市立笠原小中学校 多治見市笠原町字富士下3387番地の９ 

 第２条第１項、第２項及び第４項、第５条並びに第６条中「学校施設」を「学校の

施設」に改める。 

 附則に次の１項を加える。 

４ 令和６年４月１日から令和８年３月31日までの間、第１条第２項の表多治見市立

笠原小学校の項中「多治見市笠原町字富士下3387番地の９」とあるのは、「多治見



42 

市笠原町字向嶋2455番地の308」とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和８年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

ただし、第２条第１項、第２項及び第４項、第５条、第６条並びに附則の改正規定

並びに次条の規定は、公布の日から施行する。 

 （準備行為） 

第２条 多治見市立笠原小中学校の設置のための手続その他の必要な準備行為は、施

行日前においても行うことができる。 
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議第77号 

 

多治見市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正するについて 

 

多治見市病院事業の設置等に関する条例（昭和41年条例第32号）の一部を次のよう

に改正するものとする。 

 

令和５年８月23日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

 

多治見市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

多治見市病院事業の設置等に関する条例（昭和41年条例第32号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表第１診療料の項中「別表第１」を「別表第２」に改める。 

附 則 

この条例は、令和５年10月１日から施行する。 
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議第85号 

 

指定管理者の指定について 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定により指定管理者を

指定することについて、同条第６項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和５年８月23日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

１ 施設の名称 

多治見市土岐川観察館 

 

２ 指定管理者の名称等 

多治見市十九田町２丁目81番地の１ラルジュグランデ306号 

河川自然環境保全復元団体リバーサイドヒーローズ 

代表 山本 真行 

 

３ 指定期間 

令和６年４月１日から令和11年３月31日まで（５年間） 
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議第86号 

 

指定管理者の指定について 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定により指定管理者を

指定することについて、同条第６項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和５年８月23日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

１ 施設の名称 

多治見市児童発達支援センター 

 

２ 指定管理者の名称等 

   多治見市太平町２丁目39番地の１ 

    社会福祉法人多治見市社会福祉協議会 

     会長 今枝 寛彦 

 

３ 指定期間 

令和６年４月１日から令和８年３月31日まで（２年間） 
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議第87号  

     

指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定により指定管理者を

指定することについて、同条第６項の規定により議会の議決を求める。 

 

  令和５年８月23日提出 

 

                     多治見市長   髙 木  貴 行 

 

１ 施設の名称 

多治見市勤労者センター 

 

２ 指定管理者の名称等 

   多治見市豊岡町１丁目55番地 

公益財団法人多治見市文化振興事業団 

理事長 青山 崇 

 

３ 指定期間 

   令和６年４月１日から令和９年３月31日まで（３年間） 
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議第88号  

     

指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定により指定管理者を

指定することについて、同条第６項の規定により議会の議決を求める。 

 

  令和５年８月23日提出 

 

                     多治見市長   髙 木  貴 行 

 

１ 施設の名称 

多治見市多治見駅北広場 

 

２ 指定管理者の名称等 

   多治見市本町３丁目25番地 

一般社団法人多治見市観光協会 

代表理事 松島 祥久 

 

３ 指定期間 

   令和６年４月１日から令和11年３月31日まで（５年間） 

  



48 

議第89号  

     

指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定により指定管理者を

指定することについて、同条第６項の規定により議会の議決を求める。 

 

  令和５年８月23日提出 

 

                     多治見市長   髙 木  貴 行 

 

１ 施設の名称 

多治見市豊岡駐車場 

多治見市豊岡原動機付自転車駐車場 

 

２ 指定管理者の名称等 

   多治見市豊岡町１丁目55番地 

公益財団法人多治見市文化振興事業団 

理事長 青山 崇 

 

３ 指定期間 

   令和６年４月１日から令和９年３月31日まで（３年間） 

  



49 

議第90号 

 

指定管理者の指定について 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定により指定管理者を

指定することについて、同条第６項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和５年８月23日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

１ 施設の名称 

多治見市笠原地区の文化・体育施設（多治見市笠原交流センター及び多治見市

笠原体育館） 

 

２ 指定管理者の名称等 

多治見市豊岡町１丁目55番地 

公益財団法人多治見市文化振興事業団 

理事長 青山 崇 

 

３ 指定期間 

令和６年４月１日から令和８年３月31日まで（２年間） 

 

 

  



50 

議第91号 

 

多治見市副市長の選任について 

 

次の者を多治見市副市長に選任したいので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第

162条の規定により、議会の同意を求める。 

 

令和５年８月23日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

 

住 所 氏 名 生年月日 備 考 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊ 
鈴木 良平 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

新任（任期は、令和

９年９月30日まで） 

 

提案理由 

 佐藤 喜好副市長が令和５年９月30日をもって退職するため、鈴木 良平氏を新た

に多治見市副市長に選任する。 

  



51 

議第92号 

 

多治見市教育委員会教育長の任命について 

 

次の者を多治見市教育委員会教育長に任命したいので、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律（昭和31年法律第162号）第４条第１項の規定により、議会の同意を

求める。 

 

令和５年８月23日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

 

住 所 氏 名 生年月日 備 考 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊ 
仙石 浩之 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

新任（任期は、令和

８年９月30日まで） 

 

提案理由 

渡邉 哲郎教育長が令和５年９月30日に任期満了となるため、仙石 浩之氏を新た

に多治見市教育委員会教育長に任命する。 

   



52 

議第93号  

     

多治見市教育委員会委員の任命について 

 

次の者を多治見市教育委員会委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律（昭和31年法律第162号）第４条第２項の規定により、議会の同意を求める。 

 

令和５年８月23日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

 

住 所 氏 名 生年月日 備 考 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊ 
水野 豊 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

再任（任期は、令和

９年９月30日まで） 

 

提案理由 

水野 豊委員が令和５年９月30日に任期満了となるため、同氏を引き続き、多治見市

教育委員会委員に任命する。 



53 

議第94号 

 

多治見市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 

次の者を多治見市固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、地方税法（昭和

25年法律第226号）第423条第３項の規定により、議会の同意を求める。 

 

令和５年８月23日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

 

住 所 氏 名 生年月日 備 考 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊ 
大野 聖 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

再任（任期は、令和

８年９月29日まで） 

 

提案理由 

大野 聖委員が令和５年９月29日に任期満了となるため、同氏を引き続き、多治見市

固定資産評価審査委員会委員に選任する。 

 

  



54 

議第95号 

 

多治見市子どもの権利擁護委員の選任について 

 

次の者を多治見市子どもの権利擁護委員に選任したいので、多治見市子どもの権利

に関する条例（平成15年条例第27号）第13条第３項の規定により、議会の同意を求め

る。 

 

令和５年８月23日提出 

 

多治見市長   髙 木  貴 行 

 

 

住 所 氏 名 生年月日 備 考 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊ 
原科 佐登己 ＊＊＊＊＊＊＊＊ 

再任（任期は、令和

８年９月30日まで） 

 

提案理由 

 原科 佐登己委員が令和５年９月30日に任期満了となるため、同氏を引き続き、多

治見市子どもの権利擁護委員に選任する。 


